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続・不就学の外国人の子供たち 
～共生社会に向けた教育行政への公共サービスメッシュの活用と求められる施策～ 

 総合調査部 政策調査グループ次長 宍戸 美佳 

 

（要旨） 

○ 文部科学省による「令和 6年度外国人の子供の就学状況等調査結果について」に

よれば、2024 年度の「不就学およびその可能性のある子供」は全国で 13,183 名

（8.1％）であった。 

○ 現行制度では、住民基本台帳情報と在留資格情報とが連携していないため、出国

している可能性のある子供や、国内転居後に不就学状態となっている可能性のあ

る子供を精緻に把握することが困難である。 

○ 標準仕様に準拠した学齢簿システムの導入により、住民基本台帳システムとの随

時連携や転入・転出の自動反映が可能となり、小規模自治体における経験不足を

補完しつつ、作業の効率化と処理品質の向上が見込まれる。 

○ また、2027年 3月から予定される公共サービスメッシュを活用した住民基本台帳

と在留資格情報との連携により、学齢簿の編製精度が向上し、統計上の「不就学

およびその可能性のある子供」を減らせると期待される。 

○ これにより、自治体は真に支援が必要な子供の抽出を行いやすくなり、人的資源

を重点ケースへ再配分することが可能となる。 

○ さらに、外国人・日本人を問わず子供の地域参加を促す観点から、富山県朝日町

の「こども見守りカード」に着想を得た施策を提案する。「子ども専用カード」

により、図書館、日本語教室、公民館、学習支援教室、地域イベント等の利用・

参加でポイントを付与する仕組みを構築することで、教育・文化資源へのアクセ

スを自然に促進し、共生社会の基盤形成に寄与すると考えられる。 

○ デジタル基盤と人的支援を組み合わせることで、誰一人取り残さない教育行政の

実現が求められる。 
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1. はじめに 

2025 年 10 月、文部科学省による「令和 6 年度外国人の子供の就学状況等調査結果

について」（以下、文部科学省（2025））が公表された。筆者は、宍戸（2025a）にお

いて、前年度の調査結果を確認するとともに、外国人の子供の不就学という課題につ

いて、教育現場・地域・行政などがどのようにアプローチし支援につなげるかについ

て考察した。 

本レポートでは、最新の結果を分解して確認することで、宍戸（2025c）で確認し

た新しい情報連携基盤などにより制度的・技術的に解決できる課題を見極めるととも

に、どのような調査と支援が求められるか考察し、私見を述べる。 

 

2. 「不就学およびその可能性のある子供」とその内訳 

 本章では、文部科学省（2025）をもとに、「不就学およびその可能性のある子供」

の内訳に着目する。これは、次章以降で検討する、どの類型が制度的・技術的連携の

不足に起因するもので、換言すれば制度的・技術的連携により改善が図れるのか、一

方で、どの類型が現場の職員による調査や支援を必要とするのか見極めることを目的

とするものである。 

文部科学省（2025）では、学齢相当（注 1）の外国人の子供のうち、「不就学およ

びその可能性のある子供」は計 13,183 名であった（注 2）。資料 1 は、こうした子供

の内訳と、その定義を示したものである。義務教育学校、外国人学校のいずれにも就

学していない「不就学」や、就学しておらず住民基本台帳に記載が残っているが実態

としては「転居・出国」している子供が報告されているが、過半を占めるのは、不在

や連絡不通により「就学状況が把握できない」子供たちである。また、「転居・出

国」と報告された子供についても、「実際に出国した子供も多く含まれるが、国内転

居の後に不就学状態になっている子供も含まれる可能性がある」とされており、居所

が分からない、あるいは就学状況が把握されていない子供も少なからずいると考えら

れる。勿論、転居先で住民登録し、学校に通うなどして教育を受けている可能性もあ

るが、文部科学省（2025）ではそこまで捉えることができる調査手法は採用されてお

らず、また後述の通り、現在の住民基本台帳システム上も検出することは不可能であ

る。 
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資料 1 「不就学およびその可能性のある子供」の内訳（2024 年度）とその定義 

 

（出所）文部科学省「令和 6 年度外国人の子供の就学状況等調査結果について」（2025 年 10 月）より第一生命

経済研究所作成 

 

資料 2 はこうした「不就学およびその可能性のある子供」の割合を都道府県別に見

たものである。2024 年度の全国平均は 8.1％であったが、割合が高い順に、東京都

（14.2％）、沖縄県（10.8％）、北海道（10.6％）、大阪府（10.5％）、京都府

（10.0％）の順となっている。前年度の調査に引き続き東京都が最も多いが、これら

のうち京都府を除いてはいずれも前回よりその割合が低下している。また、これらの

都道府県のうち東京都、沖縄県、および大阪府については、「転居・出国（b）」およ

び「就学状況把握できず（c）」として報告される子供がその大勢を占めており、資料

1 で確認した特徴が顕著に見てとれる。 
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資料 2 都道府県別に見た不就学およびその可能性のある子供の割合（2024 年） 

 
（出所）資料 1に同じ  

 

 この結果を踏まえ、次章では「転居・出国」および「就学状況把握できず」として

報告される子供のように、調査上「不就学およびその可能性のある子供」に区分され

るケースについて、効果的に制度設計を行うことで、より精緻かつ効率的に分類する

ことが可能か検討する。 

 

3. 子供の就学状況把握の基礎となる学齢簿  

（1）「学齢簿システム」の導入および外国人の子供への適用状況 

 資料 3 のうち上段のグラフは文部科学省（2025）において、「住民基本台帳システ

ムと連動した学齢簿システムを導入し、外国人の子供に対しても適用していますか」

（学齢簿システムについては後述）という質問に対する回答結果を示したものであ

る。2024 年度は全国の自治体（1,741 団体）のうち、1,370 団体（78.7％）で「シス

テムを導入しており、外国人の子供に対しても適用している」と回答しているが、残

りの自治体については、システムを導入しているが外国人の子供には適用していない

か、そもそもシステムを導入していない。 
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資料 3 住民基本台帳システムと連動した学齢簿システムの導入・適用状況（上段）、 

および学齢相当の外国人の子供に係る学齢簿の作成状況（下段） 

 

（出所）資料 1に同じ 

 

次に、資料 3 のうち下段に示したのが「学齢簿の編製にあたり、学齢の外国人の子

供についても一体的に就学状況を管理していますか」との質問に対する各市区町村の

回答である。「全ての子供について行っている」、「義務教育諸学校に通う子供など、

一部の外国人の子供について行っている」との回答を合わせると 1,694 団体に上る。

こうした外国人の子供についても一体的に就学管理を行っている市区町村数から、住

民基本台帳システムと連動した学齢簿システムを導入済みの市区町村数（1,370 団

体）を差し引いた 324 市区町村は、外国人の子供についてシステムを活用せずに学齢

簿を作成している可能性が高い。ただし、これらには、システム未導入の自治体、シ

ステムを導入しているものの外国人の子供には適用していない自治体、およびシステ

ムで作成した学齢簿に対して外国人分のみ補正や追加入力を行っている自治体が含ま

れると考えられる。 

 

（2）学齢簿とは何か 

そもそも「学齢簿」とは何か確認したい。学齢簿とは、市町村教育委員会が住民基

本台帳をもとに編製することを義務付けられている、学齢期の子供の氏名、住所、生

年月日、保護者情報、就学先等を記録した基礎台帳である（注 1、注 3）。誰がどのよ

うな内容の学齢簿を編製するかは、法令により明確に定められている。 

外国人の子供については、その保護者が日本の義務教育に就学させる義務はない。

このため、法令上、外国人の子供が学齢簿に記載される対象であるとは規定されてい

ない。しかし、国際人権規約を批准している日本は、国籍の区別なく、すべての子供

に教育を受ける権利を保障している。在留外国人が、その子供を公立の小学校や中学

校といった公立義務教育諸学校へ就学させることを希望する場合には、子供は日本人

と同様に無償で通学することができ、日本人児童生徒と同一の教育を受ける機会が保

障されている。このため、資料 3 に示したとおり、実務上学齢簿の対象として含める

かどうかは市区町村によって対応が異なっているのが現状である。 
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（3）学齢簿編製のシステム化 

前節で述べた外国人の子供の学齢簿上の取り扱いを含め、具体的な編製手順やデー

タ処理方式は自治体ごとに大きく異なる。実務上は、住民基本台帳データを年一回の

タイミングで教育委員会の学齢簿システム（正式には「就学事務システム」、注 4）

に取り込み、その後に必要な補正や追加入力を人手で加える方法が一般的である。も

っとも、「就学事務システム（学齢簿編製等）標準仕様書」（注 5）が 2021 年 8 月 30

日付で公表されるまでは、全国共通の仕様は存在せず、各市区町村が個別にベンダー

とシステムを構築していたと考えられる。また、資料 3 上段の「住民基本台帳システ

ムと連動した学齢簿システムの導入・適用状況」によれば、そもそも就学事務システ

ムを導入していない自治体も一定数存在しており、学齢簿編製のデジタル化が全国で

必ずしも均一には進んでいない実態が明らかになっている（注 6）。 

学齢簿システムを導入していない理由に関する調査は確認できないため、その理由

は明らかになっていない。しかし、法令上、学齢簿の編製の対象となる学齢の子供が

いなかったとしても台帳としての学齢簿自体は毎年度作成が義務付けられている点に

鑑みれば、学齢簿の編製業務をシステム化しないのは非効率ではないだろうか。とり

わけ、学齢の子供の少ない自治体ほどシステム化の効果は大きいと考えられる（注

7）。 

 

4. 公共サービスメッシュ等による情報連携の高度化と課題 

（1）標準化された「学齢簿システム」の導入で解決可能な課題 

 資料 4 は、資料 3（下段）の、学齢相当の外国人の子供に係る学齢簿の作成状況に

関する質問に対して、「義務教育諸学校に通う子供等一部の外国人の子供について行

っている」、または「行っていない」と回答した計 210 の教育委員会が、できない理

由について述べた回答（一部抜粋）である。ここで挙げられている理由のうち、標準

仕様の学齢簿システムを導入することで解決できる課題をまず確認したのち、より構

造的な課題の考察に進むこととする。 
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資料 4 学齢相当の外国人の子供に係る学齢簿の作成を行うことができない理由  

 

（出所）文部科学省「令和 6 年度外国人の子供の就学状況等調査結果について」（2025 年 10 月）より抜粋 

 

まず、標準仕様に準拠した学齢簿システムの導入により解決できるものには、次の

ようなものが挙げられる。 

 住民基本台帳システムと学齢簿システムが連動していないため 

 新小 1・新中 1 は計上されるが、年度途中転入が反映されないため 

このような回答にみられるように、住民基本台帳情報の取込み方法が異なる、あるい

は新学年度を迎えるにあたっての年 1 回のバッチ処理しか行われていないといった

「システム上の不連携」が根本要因になっているものについては、住民基本台帳シス

テムからの随時取込（差分反映）や自動連携が明確に要件化された標準仕様のシステ

ムの導入で解決可能であろう。これにより、転入・転出情報の反映も含めた一連の作

成作業が大幅に効率化される。また、こうしたシステムの導入は、小規模自治体にお

いて外国籍児童の転入対応に関する経験が乏しい場合であっても、標準仕様に定義さ

れたプロセスに則って業務を進めることを可能にし、属人的対応を抑制することで、

安定的な事務処理の確保に資すると考えられる。 

 

（2）「公共サービスメッシュ」の導入により解決が期待される課題 

次に、各教育委員会からの以下のような回答（資料 4）から見えてくるより構造的

な課題とは何か。 

 居住実態と住民票の不一致により全ての外国籍児童を把握することが困難であ

https://www.dlri.co.jp/
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る 

 過去に把握できていなかった不就学児童や就学先不明児童が残存しており、居

住実態が依然として不明である 

 手続きを行わず連絡も取れない世帯について就学状況を確認できない 

これらの課題を分解すると、住民基本台帳制度そのものが外国人住民の実際の居住

状況を反映しきれないという制度上の限界があると指摘できる。住民基本台帳には在

留期間等の在留情報が記載されているが、その記載は外国人本人による在留カードの

提示に基づく自己申告方式を基本としている（注 8）。帰国や在留期間満了等によっ

て実際には居住していない場合であっても、届出が行われない限り住民票が残存する

ことになる。 

こうした制度的制約は、「公共サービスメッシュ」の導入により改善されることが

期待される。この公共サービスメッシュとは、デジタル庁が推進する行政データの活

用・連携を迅速にするためのシステム間連携の仕組みである。各行政機関が保有する

基礎情報を相互に連携し、必要な行政手続においてリアルタイムに近い形で参照可能

とする情報連携基盤であり、2026 年 1 月から提供される予定である（注 9）。2027 年

3 月からは、在留資格情報も住民基本台帳情報と連携されることが予定されている

（注 10）。これにより、帰国等により日本に居住していない者は住民基本台帳データ

ベース上で確認することが可能になると期待できる。 

住民基本台帳データベースに最新の在留情報が反映されるようになれば、学齢簿シ

ステムを導入していることが前提とはなるものの、市区町村に実際に居住している外

国人の子供も含めた一体的な学齢簿を編製することができると期待される。期中の異

動を含めて、効率的に編製できるようになるのではないだろうか。前述のとおり、学

齢簿の編製そのものは各市区町村に義務があるが、住民基本台帳情報と在留資格情報

との連携を進めるのは、出入国在留管理庁やデジタル庁、総務省などの国の関係機関

である。一方で、学齢簿システムの標準仕様書を提供するのは文部科学省であること

から、関連省庁が連携し、各市区町村や教育委員会が効率的に事務を進めることがで

きるようなシステムを構築することを求めたい。 

また、文部科学省（2025）についても、各市区町村の教育委員会が住民基本台帳や

学齢簿等を用いて学齢相当の外国人の子供の数を把握したうえで、必要に応じて聞き

取り調査を実施していると推測される。このため、例えば出国して日本に居住してい

ない子供などは、住民基本台帳データベース上で適切にその状況が反映されることに

より、そもそも調査の母数から除くことも可能になるのではないか。こうした子供た

ちをあらかじめ対象から除外することで、国内転居の後に不就学状態になっている可

能性のある子供や、義務教育諸学校もしくは外国人学校のいずれにも在籍せず、どの

ような形態の教育も受けていない「不就学」状態の子供のような、優先的に人手を割

いて確認すべきケースに人員を配置することができるようになると考えられる。 
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公共サービスメッシュを活用することで、真に人手をかけて就学状況を確認すべき

世帯を精緻に抽出し、地方自治体の負担の軽減と、実態把握の精度向上を同時に実現

することが求められる。 

 

5. 共生社会の実現に向けた新たな支援モデル 

（1）共生社会の実現に向けた新たな支援モデルの必要性 

前章では、学齢相当の外国籍の子供の就学状況が十分に把握されていないという課

題について、住民基本台帳情報や在留資格情報といった基礎情報の整備を進めること

で、各地方自治体が真に対応すべき事案をどのように抽出し得るかを検討してきた。

すなわち、基礎情報の連携・整備を通じて、統計・調査上「不就学およびその可能性

がある」と整理されている子供の数を、実態に即した形で縮減していくという観点で

ある。しかし、本レポートにおける議論の対象となる外国人が原則としてすべて住民

登録を行っているという前提のもと（注 11）、真にサポートが必要な不就学の子供を

減らしていくためには、宍戸（2025a）において考察したとおり、外国人との様々な

接点の機会を捉えて情報提供し、子供の教育の重要性や日本の学校での学習、学校生

活の魅力について伝え、理解を得ていくことが不可欠である。 

本章では、前章までの分析を踏まえつつ、外国人と日本人の別を問わず、すべての

子供を対象とした共生社会の実現という観点から、マイナンバーカードの IC チップ

内の空き領域を活用した施策について試論として検討する。具体的には、富山県朝日

町で実施されている「LoCoPi あさひまち」の「こども見守りカード」にみられるよ

うな仕組みを応用し、子供の安全確保と就学機会への参加を促すことの双方に資する

アプローチを提案したい。 

 

（2）子供専用カード活用の意義と制度的前提 

マイナンバーカードは、IC チップ内の空き領域に番号法に抵触しない範囲で機能

を搭載することが可能である（注 12）。富山県朝日町では、住民がマイナンバーカー

ドを町内の様々な施設や、介護予防教室、公共交通機関に設置されている専用読取機

にかざしタッチすることで、行政などが利用状況を把握、必要に応じて、施設・サー

ビスの充実につなげている。また、こうした町内施設や公共機関などを利用すること

でポイントを溜める機能も搭載している。特徴的なのは、「こども見守りサービス」

の提供であろう。子供たちがマイナンバーカードを紛失するリスクに鑑み、「子供専

用カード」を作り、小中学校の登下校やスクールバス乗車時、あるいは町内の各施設

の利用時に専用の読取機にタッチすると、登録した家族などのメールアドレスに自動

で通知が届くサービスも実装している。 

 このモデルを参考にしつつ、こうした見守りサービスに加えて、子供たちが図書

館、日本語教室、学習支援教室や公民館などの教育関連施設や公共施設を利用した
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り、地域のイベントなどに参加したりするたびにポイントが付与される仕組みを構築

すれば、学習参加や地域参加そのものを自然に促すことができる。 

ポイント付与の対象となる活動は、自治体の政策目標に応じて柔軟に設定できるだ

ろう。例えば、図書館の利用だけでなく読み聞かせイベントなどへの参加、地域の清

掃活動やスポーツイベント、地域の歴史・文化に触れるプログラムへの参加など、地

域の教育・文化資源を最大限に活用する形で設計することができる。外国人の子供た

ちのみならず、地域のすべての子供たちをポイントプログラムの対象とすることで、

地域社会全体が子供の成長を支え、外国人と日本人が自然に交わる機会を創出する共

生モデルを構築することが期待できるのではないだろうか。 

なお、技術的には、子供専用カードに格納した識別子を自治体内部で住民基本台帳

情報や学齢簿情報と突き合わせることで、義務教育諸学校もしくは外国人学校のいず

れにも在籍せず、どのような形態の教育も受けていない「不就学」状態の子供を早期

に把握する仕組みを構築することも考えられる。行政によるサポートが真に必要なこ

のような子供たちにはより効果的な方法であろう。しかし、制度設計によっては、子

供の行動履歴の監視や追跡に繋がりかねない。このため、こうした機能を実装する場

合には慎重な制度設計と明確なプライバシー保護措置が求められる（注 13）。 

 したがって、筆者としては、今回の提案は、子供の行動情報を広範に収集する仕組

みを構想するものではなく、子供の積極的な地域参加を促すインセンティブとして、

また地域社会が子供の成長を支える「共生」の基盤として活用していくことを目指す

ものである。 

 

6. おわりに 

 本編では、文部科学省（2025）を踏まえ、外国籍児童生徒の就学状況に関する現状

と課題を確認してきた。調査結果が示すように、出国した可能性がある児童や所在が

確認できない児童が一定数存在し、各自治体の教育委員会が多大な労力をかけて就学

状況を把握している現状がある。これは、住民基本台帳、在留資格情報、学齢簿など

の行政情報が連携していないことにより、制度上の想定と実務運用との間に乖離が生

じていることを示している。 

 こうした課題に対し、学齢簿システムと公共サービスメッシュとを効果的に活用す

ることで、これまで多くの手作業に依存してきた調査業務が大きく効率化されること

が期待できる。このような行政の効率化は、自治体職員の負担を軽減することはさる

ことながら、真の価値は、効率化によって生まれた時間と人員を、子供や保護者への

直接的な支援に再投下することにあるのではないだろうか。「人間にしかできない支

援」を強化する、という目的も、公共サービスメッシュを活用した制度設計を行うに

あたり、非常に重要な視点となると考える。技術を適切に活用し、効率化によって生

まれた資源を支援の質の向上に振り向けることを期待したい。教育行政分野において

https://www.dlri.co.jp/


 

Illuminating Tomorrow 
 

第一生命経済研究所 ビジネス環境レポート  2025.12    11 

も、デジタル基盤を活かし、「支援のための情報連携」を通じて、誰一人取り残さな

い社会の実現が望まれる。 

 

以 上 

 

【注釈】 

1) 学齢とは、保護者が義務教育を受けさせる義務を負っている期間の子供の年齢を

指す。具体的には、学校教育法に基づき、保護者は、子供が満 6 歳に達した日の翌

日以降における最初の学年の初めから、満 12 歳に達した日の属する学年の終わり

まで、小学校、義務教育学校の前期課程、または特別支援学校の小学部（以下、小

学校等）に就学させる義務を負う。また、子供が小学校等を終了した日の翌日以後

における最初の学年の初めから、満 15 歳に達した日の属する学年の終わりまで、

中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中

学部に就学させる義務を負う。前者を学齢児童、後者を学齢生徒と定めている。文

部科学省（2025）ではこれらに相当する年齢の外国籍の子供たちを、学齢相当の子

供と定義して調査を行っている。 

 

2) 文部科学省（2025）では、義務教育諸学校もしくは外国人学校のいずれにも在籍し

ていない「不就学」に加えて、「就学状況把握できず」と報告された子供、また「住

民基本台帳の人数の差異」についても不就学の可能性があると考えられるとして

いる。さらに「転居・出国（予定含む）」についても、出国者も多く含まれるが、

国内転居の後に不就学状態になっている子供が含まれている可能性があるとして

いる。したがって、本レポートでは、これらを「不就学およびその可能性のある子

供」と定義し、資料 1 についてもこの定義に基づき作成している。 

 

3) 編製という語については、法令上、定義規定は置かれていないが、学校教育法施行

令（第 1 条）および学校教育法施行規則（第 30 条）に示された記載事項を、住民

基本台帳に基づいて学齢簿という台帳に記載し、必要に応じて異動を反映する実

務を指すものとして用いられている。より具体的には、子供の氏名、住所、生年月

日、保護者情報、就学先等の事項を学齢簿に記載し、転校などの異動が発生した場

合には、その内容を適宜修正する行為を指す。なお、学齢簿の様式については補足

資料 1 に事例を掲載しており、併せてご参照いただきたい。 

 

4) 就学事務システムとは、学齢簿の編製や就学通知の発送など、就学に係る事務を処

理するために地方公共団体が利用する業務システムを指す。 

 

5) 「就学事務システム（学齢簿編製等）標準仕様書」とは、文部科学省が就学事務シ

ステムに必要な機能要件、帳票要件および標準的なデータレイアウトを示したも

の。 

 

6) 「住民基本台帳システムと連動した学齢簿システムの導入・適用状況」に関して、

確認できる最も時点の古い統計結果は、2021 年度に関するものである。これによ
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れば、全国の市区町村のうち、424 団体（24.4％）でシステム自体を導入していな

い。本文で述べたとおり標準仕様書の公表は 2021 年 8 月 30 日付であるが、2024

年度時点でもシステム未導入の市区町村は 353 団体（20.3％）ある。 

 

7) 総務省の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」からは、市区町

村別に学齢の子供の数を算出することができない（年齢区分が 5 歳刻みであるた

め）。そこで、学齢の子供を含む 5 歳から 9 歳、および 10 歳から 14 歳の子供の数

を合算して筆者が確認したところ、2025 年 1 月 1 日時点で一人も学齢の子供が存

在しない市区町村は 0 団体であった。一方で、50 人以下の市区町村は 33 団体、51

～200 人の市区町村は 156 団体存在している。なお、文部科学省の学校基本調査

（2024 年度）に基づき、学年別生徒数と学級数別学校数から筆者が簡便な方法で

算出した 1クラスあたりの児童生徒数は小学生 21.7人、中学生 26.2人であった。

この全国平均値に義務教育年数を乗じて算出した 209 人という人数に基づき、200

人で区切って市区町村数を確認したものである。これは、ひとつの市区町村に、全

国平均並みの人数が在籍するクラスが 1 クラスずつある小学校と中学校が 1 校ず

つ設置されている、という状況である。本文で論じたとおり、こうした小規模な市

区町村では学齢簿システム導入の効果は相対的に大きいと考えられる。 

 

8) 住民基本台帳法により外国人住民について在留資格、在留期間およびその満了日

を住民票に記録することが定められており、外国人住民には転入等の届出の際に

在留カードまたは特別永住者証明書を提示する義務が課されている。また、総務省

通知（住民基本台帳事務処理要領）においても、在留資格等の記録は外国人本人の

在留カード等の記載内容に基づいて登録することが示されている。 

 

9) 公共サービスメッシュとは、「デジタル社会形成基本法」に基づく施策としてデジ

タル庁が推進し、2021 年閣議決定の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等

において、行政機関間の情報連携を強化する中核基盤として位置づけられている。

①自治体内の情報活用と、②行政機関間の情報連携の 2 つの枠組みで構成され、

行政が保有するデータを安全かつ円滑に連携できるようにするもの。①は自治体

内での業務・システム横断的なデータ抽出・加工を可能にする。また、②について

は、現行の中間サーバー等の機能を共通化する「機関間情報連携サービス」が本文

に記載したとおり 2026 年 1 月から提供される予定。これにより、住民サービス体

験の向上や自治体職員の業務効率化を実現し、最終的には「スマホ 60 秒で完結す

る行政サービス」を目指している。 

 

10) 在留資格情報と住民基本台帳情報との連携についての詳細は宍戸（2025c）および

宍戸（2025d）をご参照いただきたい。 

https://www.dlri.co.jp/report/ld/534154.html    

https://www.dlri.co.jp/report/ld/534194.html  

 

11) 例えば、配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）やストーカー行為か

らの保護を目的として、住民票の閲覧や住所情報が秘匿される場合がある。このよ

うな正当かつ保護を要する事由によって住民基本台帳上の住所と実際の居所が乖

https://www.dlri.co.jp/
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離する可能性も存在する。宍戸（2025c）を併せて参照いただきたい。 

https://www.dlri.co.jp/report/ld/534154.html  

 

12) マイナンバーカードの ICチップは主に電子証明書と空き領域で構成されているが、

市町村・都道府県等は条例で定めるところ、国の機関等は内閣総理大臣および総務

大臣の定めるところにより利用可能とされている。 

 

13) LoCoPi あさひまちの「こども見守りサービス」は、子供が学校や地域施設に設置

されたリーダーにカードをかざした際、その情報が行政に集約されるのではなく、

保護者に対して通知される仕組みである。同町の取組は、子供の行動履歴を行政が

監視・追跡するものではなく、あくまで保護者が安心して見守るための限定的な情

報提供にとどまっている。首都圏の鉄道会社でも類似した見守りサービスを提供

している。 

  

https://www.dlri.co.jp/
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補足資料 1 学齢簿（新潟県阿賀野市の例） 

 

 

 

（出所）新潟県阿賀野市「阿賀野市学齢児童生徒の就学に関する規則」 
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